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マイカー通勤手当の非課税限度額が 

令和７年分年末調整から引上げに？ 

 

◆令和７年分年末調整における改正事項 

今年の年末調整について、国税庁ホームペー

ジでは、(1)「基礎控除」や「給与所得控除」の見

直し、(2)「扶養親族等の所得要件」の改正、(3)

「特定親族特別控除」の創設、が行われている

として、情報を提供しています。また、「通勤手当

に係る非課税限度額の改正が行われる場合に

は、年末調整での対応が必要となることがあり

ます」とあります。社会保険料の算定基礎にも影

響する可能性がありますので、最新情報を確認

しておきましょう。 

 

◆政府が方針を決定 

11 月 12 日、政府が非課税限度額を引き上

げる方針を固めたと報じられました。10 ㎞以上

15 ㎞未満の場合に月額 7,100 円までから 7,300

円に、55 ㎞以上の場合に月額 31,600 円までか

ら 38,700 円までに引き上げるとされています。 

 

◆ベースは人事院勧告 

国税庁ホームページによれば、改正は人事院

勧告（令和７年８月７日）を受けたもので、勧告

本文では、「民間の支給状況等を踏まえ、200

円から 7,100 円までの幅で引上げ改定を行い、

令和７年４月に遡及して実施する」とされていま

す。なお、この実施は 11 月 11 日に閣議決定さ

れています。 

 

◆令和８年４月以降のさらなる改正も検討 

令和８年４月以降のさらなる改正について、税

制改正の議論を踏まえて決める方針とも報じら

れています。 

人事院勧告には、「令和８年４月から、上限を

『100 ㎞以上』とし、『60 ㎞以上』の部分について

５㎞刻みで新たな距離区分を設ける」、「１か月

当たり 5,000 円を上限とする駐車場等の利用に

対する通勤手当を令和８年４月から新設する」と

あります。 

 

【ＮＨＫ報道「政府 自動車通勤手当 非課税の限

度額を引き上げる方針固める」】 

https://news.web.nhk/newsweb/na/na-

k10014974011000 

 

【国税庁「年末調整がよくわかるページ（令和７年

分）」】 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/inde

x.htm 
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離職予測分析とは 

 

離職予測分析とは、従業員の離職可能性を

データに基づいて予測する分析手法です。勤怠

データや人事評価などを活用し、統計分析やＡＩ

モデルによって離職リスクの高い従業員を早期

に特定し、適切な対策を実施することを目的とし

ます。近年、こうしたサービスが増加しています。 

 

◆高品質なデータの重要性 

その分析の成否は、データの質と量に大きく

左右されます。例えば、勤怠データ収集では、出

退勤時間だけではなく、残業時間の推移、遅刻・

早退の頻度も必要です。これらのパターン変化

は離職の前兆となることが多いからです。 

従来残業を厭わなかった従業員が急に定時

退社するようになったり、有休の申請が急増した

りするなどは離職リスクの指標と考えられます。

ただし、これらは組織文化や制度変更によっても

生じるため、注意が必要です。 

 

◆質的データの活用 

定量的データと併せて質的データも重要です。

従業員満足度調査やエンゲージメント調査によ

り、仕事への満足度、上司との関係性、キャリア

展望を測定します。退職者面談のデータは離職

要因の理解に重要であり、在職中の面談データ

と併せた分析が必要です。 

 

◆継続的なメンテナンスの必要性 

精度の高い予測には、労働環境や従業員の

価値観の変化に応じたデータ項目の新設、収集

範囲の拡張、データ形式の標準化など、データ

品質を保つための定期的なメンテナンスが必要

です。他の人事制度同様、「一度作ったら終わり」

ではありません。また、プライバシー保護や利用

目的の制限についての配慮が不可欠です。 

離職予測分析サービスを利用しない場合でも、

こうしたデータの把握は制度運用における有益

な視点となるでしょう。 

 

 

「地域若者サポートステーション」 

特設サイトがリニューアルされました 

 

働く一歩を踏み出したい若者の就労を支援す

る「地域若者サポートステーション（サポステ）」

の特設サイトがリニューアルされました。 

 

◆地域若者サポートステーションとは 

15 歳から 49 歳までの様々な事情を抱える若

年無業者を対象に、働くことへの悩み相談から

職場定着等までサポートする厚生労働省委託

の支援機関です。令和６年度のデータによると、

サポステは全国 179 カ所にあり、総利用件数は

のべ 49.5 万件、就職等率は 73.7％となっていま

す。面接や履歴書の指導を行う就活セミナーの

ほか、就職に必要な基礎能力を鍛えるための講

座などの各種支援や、就職後の相談を通じた定

着・ステップアップ支援も行っています。 

複数の専門家との面談等を通じて利用者の

特性に踏まえてサポート内容を決定し、若者の

職業的自立を継続的に支援することを目的とし

ています。 

 

◆企業協力とそのメリット 

サポステでは各種機関・団体と連携して利用

者の職場見学や職業体験を行っており、職業体

験を行うにあたり、受け入れ企業を募集していま

す。サポステのスタッフと連携し、企業の求人

ニーズ等も踏まえた体験内容を策定でき、利用

者の特性や配慮点についての情報を事前に

知ったうえで職業体験の受け入れを行えるため、

ミスマッチの少ない雇用機会に繋げることが可

能です。近隣のサポステに電話することで問い

合わせることができます。 

 

 人手不足や早期退職が大きな課題として挙げ

られる昨今において、公的な支援機関と連携し、

企業と労働者の両方が実際の就労状況を確認

したうえで雇用に繋げることができる機会の活用

は、有効な一手となりえるでしょう。 

 

【厚生労働省「サポステ」特設サイト】 

https://saposute-net.mhlw.go.jp 
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12 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 3期＞

［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合が

ある。 

 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額

徴収繰延承認申請書の提出 

［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所

得者の配偶者控除等申告書、 

住宅借入金等特別控除申告書、給与所得

者の基礎控除申告書、 

所得金額調整控除に係る申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務署）］ 

 

※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重

なる場合は、翌日になります。 

 


